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令和８年度神埼市オンライン英語レッスン業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．目的  

この要領は、令和８年度神埼市オンライン英語レッスン業務委託（以下「本業務」とい

う。）の受託候補者を選定するための公募型プロポーザル（以下「本プロポーザル」とい

う。）に必要な事項を定める。 

 

２．業務概要  

（１）業務名 

令和８年度神埼市オンライン英語レッスン業務委託 

（２）業務内容 

「令和８年度神埼市オンライン英語レッスン業務委託仕様書」による 

（３）履行期間 

契約締結した日から令和９年３月３１日まで 

（４）契約限度額 

５，７８８千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３．担当部署 

  本業務の担当部署は、次のとおりとする。 

 神埼市役所 教育委員会事務局 学校教育課 教育指導係 

住 所：〒８４２-８６０１ 佐賀県神埼市神埼町鶴３５４２番地１ 

 電 話：０９５２－３７－３５９２（直通）  

 E-mail：gakkou-kyouiku@city.kanzaki.lg.jp 

 

４．参加資格  

本プロポーザルに参加できるのは、次に掲げる要件を全て（※（２）、（３）はどちらか）

満たす者とする。 

（１）地方自治法（昭和２２年政令第１６号）施行令第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

（２）令和７・８年度の神埼市入札参加資格登録を受けている者で、参加表明書等提出要領

に基づく書類を提出し、資格を有すると認められる者であること。 

（３）令和７・８年度の神埼市入札参加資格登録を受けていない者は、参加表明書等提出要

領に記載している書類と併せて「神埼市物品の製造、修理又は購入に係る一般競争入札及び

指名競争入札に参加することができる者の資格及び資格審査に関する規程」に基づく、入札

参加資格審査申請書を提出したうえで、資格を有すると認められる者は参加できるものと



 

 

する。 

（４）佐賀県内又は福岡県内のいずれかに本店若しくは契約権限を有する支店（営業所）を

有すること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条に基づく更生手続開始の申立て、

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項に基づく再生手続開始の申立

て、及び破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項若しくは第１９条に基づく破産

の申立てがなされていないこと。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）又は暴

力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。 

（７）国税及び地方税を滞納していない者であること。 

（８）参加表明書の提出日から契約締結日までの期間で、佐賀県及び本市から指名停止措置

を受けていない者であること。 

（９）宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。 

（10）令和３年４月１日以降に国や地方公共団体またはその他の公共団体でオンライン英

語レッスンの同種又は類似業務の完了した実績があること。 

５．選定方法 

本市に「令和８年度神埼市オンライン英語レッスン業務委託受託候補者審査委員会（以

下「審査委員会」という）」及び「令和８年度神埼市オンライン英語レッスン業務委託受託

候補者選定委員会（以下「選定委員会」という）」を設置する。 

審査委員会において、第１次審査及び第２次審査を実施し、企画提案者の採点を行い、

順位を付ける。審査委員会の結果を選定委員会に報告し、選定委員会の審査により、受託

候補者を選定する。 

  



 

 

実施日程等 

内  容 日  時 

公告（公募開始） 令和８年２月２７日（金） 

参加表明書等質問書受付期間 
令和８年２月２７日（金）から 

令和８年３月４日（水）午後５時必着 

参加表明書等質問書回答期限 令和８年３月６日（金） 

参加表明書等提出期間 
令和８年２月２７日（金）から 

令和８年３月１０日（火）午後５時必着 

参加資格審査結果の通知 令和８年３月１６日（月） 

企画提案書等質問書受付期間 
令和８年２月２７日（金）から 

令和８年３月１８日（水）午後５時必着 

企画提案書等質問書回答期限 令和８年３月１９日（木） 

企画提案書等提出期間 
令和８年３月１６日（月）から 

令和８年３月２４日（火）午後５時必着 

第１次審査 令和８年３月２５日（水） ※予定 

第１次審査結果の通知 令和８年３月２６日（木） ※予定 

第２次審査 令和８年３月３０日（月） ※予定 

選定結果の通知 令和８年４月３日（金） ※予定 

 

６．参加表明書等の提出 

（１）提出書類 

別添「令和８年度神埼市オンライン英語レッスン業務委託参加表明書等提出要

領」による。 

（２）提出部数 

正本１部 

（３）提出方法 

持参又は郵送とする。持参の場合は、平日の午前９時から午後５時までとする。郵



 

 

送による場合は、配達証明付書留郵便とし、提出期間内に必着とする。それ以外の

方法による提出は認めない。 

（４）提出期限 

「５．選定方法」に定める実施日程等のとおり。 

（５）提出場所 

「３．担当部署」に同じ。 

 

７．企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

    別添「令和８年度神埼市オンライン英語レッスン業務委託企画提案書等提出要 

領」による。 

 

（２）提出部数 

正本１部 副本１０部（複写可） 

（３）提出方法 

持参又は郵送とする。持参の場合は、平日の午前９時から午後５時までとする。郵

送による場合は、配達証明付書留郵便とし、提出期間内に必着とする。 

（４）提出期限 

「５．選定方法」に定める実施日程等のとおり。 

（５）提出場所 

「３．担当部署」に同じ。 

 

８．参加資格の喪失（欠格事項） 

  下記の各号のいずれかに該当する場合は、参加資格を喪失するものとする。 

（１）本実施要領の「４．参加資格」を満たさなくなった場合 

（２）本実施要領に定める手続き以外の手法により、選定委員、審査委員又は担当部署

等の関係者に本プロポーザルに対する不正な働きかけを直接又は間接的に求めた場

合 

（３）審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合 

（４）指定する様式によらない場合 

（５）提出方法、提出先及び提出期間に適合しない場合 

（６）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

（７）虚偽の記載がなされた場合 

  （８）１人で２つ以上の提案をした場合 

 

 



 

 

９．審査概要 

本プロポーザルにあたっては、企画提案者から提出された企画提案書等及び企画提案者

からのプレゼンテーションを受け、「令和８年度神埼市オンライン英語レッスン業務委託公

募型プロポーザル審査項目表」に沿って総合的に審査する。 

（１）第１次審査（書面審査） 

  書面審査は、企画提案者の数が５者以上の場合にのみ行い、上位４者を選定する。 

（２）第２次審査（プレゼンテーション審査及び総合審査） 

  ①１企画提案者あたり制限時間４０分（提案説明３０分、質疑１０分）によるプレゼ

ンテーション審査を行う。 

 ②実施場所は、神埼市役所とする。 

   ※時間等の詳細は、別途企画提案者に個別に通知する。 

  ③１企画提案者につき参加者数は５名以内とする。準備時間は５分とする。５分を超

えた場合は、その超えた時間をプレゼンテーションの時間から差し引くものとす

る。審査終了後、速やかに後片付けを行い、退出すること。 

④企画提案書等を基に説明することとし、企画提案書等と異なる内容の説明は認めな

い。また、追加の資料配布や展示物・物品等の持ち込みは認めない。 

  ⑤パソコン等を用いたプレゼンテーションを行うことができる。なお、スクリーンは

担当部署にて準備するので、パソコン等その他必要な機器は企画提案者が用意する

こと。 

  ⑥企画提案者が特定できないよう、プレゼンテーションの資料は事業者名等を記載し

ないこと。また、プレゼンテーション中の事業者の名乗りや、事業者名が分かる作

業着や名刺及びバッジ等の着用も不可とする。 

（３）選定結果 

  選定結果の通知は、第１次審査及び第２次審査の企画提案者全てに対し、電子メー

ルにて文書により通知する。 

 

１０．参加の辞退 

参加表明書提出後に辞退する場合は、「辞退届」（企-様式第３号）を提出すること。な

お、提出にあたっては担当部署に事前に電話連絡のうえ、持参又は郵送により提出する

ものとする。 

 

１１．その他 

（１）本プロポーザルに伴う企画提案書等の作成及び提出等に係る費用の一切は企画提案

者の負担とする。 

（２）提出期間を過ぎた企画提案書等の修正及び変更はできない。 

（３）提出された企画提案書等は、返却しない。 



 

 

（４）提出された企画提案書等は、本業務に係る事務手続き以外の目的で使用しない。 

（５）提出された企画提案書等の著作権は、当該提案書等を作成した者に帰属するものと

する。 

（６）本市は、プロポーザル方式の手続き及びこれに係る事務処理において必要があると

きは、提出された企画提案書等の全部又は一部の複製等をすることができるものと

する。 

  



 

 

    令和８年度神埼市オンライン英語レッスン業務委託 

公募型プロポーザル審査項目表 

 

審査項目 配点 

１本業務に対する基本的な考え方・理解度  

① 児童を対象に外国人講師によるオンライン英語レッスンを実施するにあたり、受託業務に対

する基本的な考え方、方針が明確であるか。 
１０ 

２業務体制（運営体制、危機管理体制、指導体制）  

① 本業務の実施にあたり、十分な体制（管理者を中心とした全体管理、教材作成、オンライン

英語レッスンの提供等）を有しているか。 

１５  

② 外国人講師を含む従事者の欠員、システムや通信等のトラブルに対する対応策等の危機管理

対策の工夫を講じているか。 

③ 自然災害や感染症等によりオンライン英語レッスンの計画変更が生じた場合、迅速かつ柔軟

に対応できる体制を有しているか。 

④ 児童の学習能力・習熟度に応じた柔軟な対応ができるか。 

３講師の資質  

① 講師の採用基準、選定方法は的確か。 

２０ 

② 優れた講師を育成する研修を実施しているか。 

③ 日本文化に理解があり、児童と信頼関係を築くことができる講師の配置は可能か。 

④ 児童の学習・習熟度に応じた柔軟な対応及び特別支援学級に在籍する児童に対する配慮がで

きるか。 

４提案内容の妥当性及び実現性  

① 提案について、児童のコミュニケーション能力向上と国際理解につながり、関心、意欲を高

める工夫がされているか。 
２５ 

② 学習指導要領及び教科書に準拠した教材を作成し、話す力・聞く力が身に付けられるように

工夫しているか。  

５見積価格の妥当性  

① 本事業を実施するにあたり、適正な価格であるか。 １０ 

６事業実施への総合力  

① 提案内容を総合的に踏まえ、本業務の目的達成に良好な内容となっているか ２０ 

計 １００ 


